狭山市スポーツ推進委員　募集要項

令和７年１０月
狭山市教育委員会生涯学習部スポーツ振興課

　この要項は、令和８・９年度における狭山市スポーツ推進委員の募集及び採用に関し、必要な事項を定めたものです。

１．スポーツ推進委員の職務（狭山市スポーツ推進委員に関する規則第２条抜粋）
（１）スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
（２）住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
（３）住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
（４）学校、公民館等の教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。
（５）スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに
　　　応じ協力すること。
（６）住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
（７）前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

２．身分等
（１）身分　狭山市教育委員会非常勤職員
（２）任期　令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで（２年間）
（３）報酬　日額７,２００円（教育委員会事業等に従事した場合に支給）

３．募集人数
　　若干名

４．応募資格・条件（応募資格者は下記の全ての条件を満たすものとする）
（１）狭山市に在住・在勤・在学する者（ただし、委員として活動した経験がある者について
　　　は、この限りでない）
[bookmark: _GoBack]（２）令和８年４月１日現在の年齢が満１８歳以上（高校生不可）で健康状態が良好である者。
（３）社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有する者。
（４）スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに、市民に対するスポーツの
　　　実技の指導、その他スポーツに関する指導・助言等の活動に積極的に取り組める者。




５．応募方法
（１）提出書類
　　　「狭山市スポーツ推進委員選考申込書」に必要事項を記載し、狭山市教育委員会生
　　　涯学習部スポーツ振興課あて、直接、郵送、電子メール、FAXでお申込みください。
　　　なお、申込書は市公式ホームページに掲載（ダウンロード可）するとともに、各地区
　　　センター、体育館、スポーツ振興課窓口に設置しています。

（２）応募期間
　　　令和８年１２月１０日（水）から令和８年１月９日（金）まで（郵送必着）

６．選考方法
　　書類選考及び面接（応募者全員に対し、実施します）
　※選考結果は後日、応募者ご本人様宛に文書を通知します

７．申込み・問い合わせ
　　狭山市教育委員会生涯学習部スポーツ振興課
　　〒３５０－１３８０　狭山市入間川１－２３－５
　　電　話　０４－２９４６－８７３８
　　ＦＡＸ　０４－２９５４－８６７１
　　Ｅメール　sports@city.sayama.saitama.jp
